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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】検査者依存性を少なくし、簡易な操作で高精度
に胎児の推定体重算出を行うことができる超音波診断装
置を提供する。
【解決手段】超音波診断装置は、被検体に向けて送信し
た超音波の前記被検体からの反射波に基づいて、被検体
の部位に対応する３次元データを生成する３Ｄデータ生
成部１０５と、３次元データを構成する複数の２次元断
面のうちの一の２次元断面を、被検体の部位の長さを測
定するために用いる測定基準画像として選択する測定画
像選択部１０６ａと、選択された測定基準画像を用いて
、被検体の部位の長さを測定し、測定した長さを用いて
被検体の推定体重を算出する測定算出部１１２と、算出
された推定体重を出力する表示部１１１と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に向けて送信した超音波の前記被検体からの反射波に基づいて、前記被検体の部
位に対応する３次元データを生成する３次元データ生成部と、
　前記反射波の強度に基づいて、前記３次元データの切断面である一の２次元断面を、前
記被検体の部位の長さを測定するために用いる測定基準画像として選択する測定画像選択
部と、
　選択された前記測定基準画像を用いて、前記被検体の部位の長さを測定する測定算出部
とを備える
　超音波診断装置。
【請求項２】
　前記測定画像選択部は、前記３次元データから、閾値よりも大きい反射強度を有する前
記反射波に対応する領域である高エコー領域を抽出し、前記高エコー領域の３次元特徴に
基づいて、前記測定基準画像を選択する
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記測定画像選択部は、
　前記３次元データから、閾値よりも大きい反射強度を有する前記反射波に対応する領域
である高エコー領域を抽出する高エコー領域抽出部と、
　抽出した前記高エコー領域の３次元特徴に基づいて、前記３次元データを切断すること
で、前記３次元データを構成する複数の２次元断面を獲得する切断面獲得部と、
　前記複数の２次元断面のうちの一の２次元断面を、前記被検体の部位の長さを測定する
ために用いる測定基準画像として選択する基準画像選択部と、を備える
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記切断面獲得部は、前記抽出された高エコー領域の３次元形状と配置とに基づいて、
前記３次元データを切断する２次元断面の向きを決定し、決定した前記向きで複数の２次
元断面を獲得する
　請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　さらに、前記３次元データに対応する前記被検体の部位を特定する被検体部位特定部を
備え、
　前記切断面獲得部は、前記被検体部位特定部により特定された部位に応じた３次元形状
および配置を示す情報と、前記抽出された高エコー領域の３次元形状および配置とに基づ
いて、複数の２次元断面を獲得する
　請求項３または４に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記被検体部位特定部は、前記３次元データに対応する前記被検体の部位を、頭部、腹
部または大腿部と特定する
　請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　さらに、操作者の指示が入力される操作入力部を備え、
　前記被検体部位特定部は、前記操作入力部に入力された操作者の指示に従って、前記３
次元データに対応する前記被検体の部位を特定する
　請求項６に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記被検体部位特定部は、抽出された前記高エコー領域の３次元形状に基づいて、前記
３次元データに対応する前記被検体の部位を特定する
　請求項６に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
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　前記切断面獲得部は、前記被検体部位特定部により、前記３次元データに対応する前記
被検体の部位が頭部であると特定された場合に、前記高エコー領域の３次元特徴から透明
中隔に相当する領域を抽出し、抽出した当該領域に基づき、前記３次元データを切断する
２次元断面の向きを決定し、決定した前記向きで複数の２次元断面を獲得する
　請求項７または８に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記切断面獲得部は、前記被検体部位特定部により、前記３次元データに対応する前記
被検体の部位が腹部であると特定された場合に、前記高エコー領域の３次元特徴から脊椎
に相当する領域を抽出し、抽出した当該領域に基づき、前記３次元データを切断する２次
元断面の向きを決定し、決定した前記向きで複数の２次元断面を獲得する
　請求項７または８に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記切断面獲得部は、前記被検体部位特定部により、前記３次元データに対応する前記
被検体の部位が大腿部であると特定された場合に、前記高エコー領域の３次元特徴から大
腿骨に相当する領域を抽出し、抽出した当該領域に基づき、前記３次元データを切断する
２次元断面の向きを決定し、決定した前記向きで複数の２次元断面を獲得する
　請求項７または８に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記基準画像選択部は、
　前記複数の２次元断面それぞれの輝度情報の空間分布の特徴と、予め設定された輝度情
報の空間分布の特徴との類似度を評価することにより、前記複数の２次元断面のうちの一
の２次元断面を、前記測定基準画像として選択する
　請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　被検体に向けて送信した超音波の前記被検体からの反射波に基づいて、前記被検体の部
位に対応する３次元データを生成する３次元データ生成ステップと、
　前記反射波の強度に基づいて、前記３次元データの切断面である一の２次元断面を、前
記被検体の部位の長さを測定するために用いる測定基準画像として選択する測定画像選択
ステップと、
　前記測定画像選択ステップにおいて選択された前記測定基準画像を用いて、前記被検体
の部位の長さを測定する測定算出ステップとを含む
　画像処理方法。
【請求項１４】
　前記測定画像選択ステップにおいて、前記３次元データから、閾値よりも大きい反射強
度を有する前記反射波に対応する領域である高エコー領域を抽出し、前記高エコー領域の
３次元特徴に基づいて、前記測定基準画像を選択する
　請求項１３に記載の画像処理方法。
【請求項１５】
　前記測定画像選択ステップにおいて、前記３次元データから、閾値よりも大きい反射強
度を有する前記反射波に対応する領域である高エコー領域を抽出し、
　抽出した前記高エコー領域の３次元特徴に基づいて、前記３次元データを切断すること
で、前記３次元データを構成する複数の２次元断面を獲得し、
　前記複数の２次元断面のうちの一の２次元断面を、前記被検体の部位の長さを測定する
ために用いる測定基準画像として選択する
　請求項１３に記載の画像処理方法。
【請求項１６】
　前記２次元断面の獲得では、前記抽出された高エコー領域の３次元形状と配置とに基づ
いて、前記３次元データを切断する２次元断面の向きを決定し、決定した前記向きで複数
の２次元断面を獲得する
　請求項１５に記載の画像処理方法。
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【請求項１７】
　さらに、前記３次元データに対応する前記被検体の部位を特定する被検体部位特定ステ
ップを有し、
　前記２次元断面の獲得では、前記被検体部位特定ステップにより特定された部位に応じ
た３次元形状および配置を示す情報と、前記抽出された高エコー領域の３次元形状および
配置とに基づいて、複数の２次元断面を獲得する
　請求項１５または１６に記載の画像処理方法。
【請求項１８】
　前記被検体部位特定ステップでは、前記３次元データに対応する前記被検体の部位を、
頭部、腹部または大腿部と特定する
　請求項１７に記載の画像処理方法。
【請求項１９】
　さらに、操作者の指示が入力される操作入力ステップを有し、
　前記被検体部位特定ステップでは、前記操作入力ステップにおいて入力された操作者の
指示に従って、前記３次元データに対応する前記被検体の部位を特定する
　請求項１８に記載の画像処理方法。
【請求項２０】
　前記被検体部位特定ステップでは、抽出された前記高エコー領域の３次元形状に基づい
て、前記３次元データに対応する前記被検体の部位を特定する
　請求項１８に記載の画像処理方法。
【請求項２１】
　前記２次元断面の獲得では、前記被検体部位特定ステップにより、前記３次元データに
対応する前記被検体の部位が頭部であると特定された場合に、前記高エコー領域の３次元
特徴から透明中隔に相当する領域を抽出し、抽出した当該領域に基づき、前記３次元デー
タを切断する２次元断面の向きを決定し、決定した前記向きで複数の２次元断面を獲得す
る
　請求項１９または２０に記載の画像処理方法。
【請求項２２】
　前記２次元断面の獲得では、前記被検体部位特定部により、前記３次元データに対応す
る前記被検体の部位が腹部であると特定された場合に、前記高エコー領域の３次元特徴か
ら脊椎に相当する領域を抽出し、抽出した当該領域に基づき、前記３次元データを切断す
る２次元断面の向きを決定し、決定した前記向きで複数の２次元断面を獲得する
　請求項１９または２０に記載の画像処理方法。
【請求項２３】
　　前記２次元断面の獲得では、前記被検体部位特定ステップにより、前記３次元データ
に対応する前記被検体の部位が大腿部であると特定された場合に、前記高エコー領域の３
次元特徴から大腿骨に相当する領域を抽出し、抽出した当該領域に基づき、前記３次元デ
ータを切断する２次元断面の向きを決定し、決定した前記向きで複数の２次元断面を獲得
する
　請求項１９または２０に記載の画像処理方法。
【請求項２４】
　前記測定基準画像の選択では、
　前記複数の２次元断面それぞれと、前記測定基準画像が示す輝度情報の空間分布の特徴
との類似度を評価することにより、前記複数の２次元断面のうちの一の２次元断面を、前
記測定基準画像として選択する
　請求項１５に記載の画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、胎児の成長診断に用いられる超音波診断装置
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に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波による画像診断は、音波を利用するという性質上生体に与える影響が少ない。そ
のため、超音波による画像診断は、妊婦検診によく用いられ、妊婦検診時に超音波画像を
参照しながら胎児の発育状況を確認することが行われている。
　胎児の発育状況の確認には、超音波画像から胎児の推定体重を算出する方法がよく知ら
れている。具体的には、胎児の推定体重は、母体中の胎児の特定部位（頭部、腹部、大腿
部）の長さを計測し、推定式に当てはめることで算出される。
【０００３】
　超音波による画像診断における一般的な操作としては、まず、検査者は胎児の特定部位
が描出されるようにプローブを操作する。その際、計測に適した断層像が得られるように
プローブを調整し、特定部位の計測画像を表示させる。次に、計測画像上で、胎児の頭部
においてはＢＰＤ（Ｂｉｐａｒｉｅｔａｌ　Ｄｉａｍｅｔｅｒ：児頭大横径）を、胎児の
腹部においてはＡＣ（Ａｂｄｏｍｉｎａｌ　Ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｃｅ：腹部周囲長）
を、胎児の大腿部においてはＦＬ（Ｆｅｍｏｒａｌ　Ｌｅｎｇｔｈ：大腿骨長）をそれぞ
れ測定する。そして、各測定結果を、（式１）に示す胎児の推定体重算出式に入力するこ
とで、胎児の推定体重を得ることができる。
【０００４】
　推定体重（ｇ）＝１．０７ＢＰＤ3＋３．００×１０-1ＡＣ2×ＦＬ・・・（式１）
　ここで、ＢＰＤ：児頭大横径（ｃｍ）、ＡＣ：腹部周囲長（ｃｍ）ＦＬ：大腿骨長（ｃ
ｍ）であり、図１６に示す部位の長さに相当する。なお、図１６は、胎児の推定体重算出
式に用いられる胎児の特定部位を示す図である。
　この従来方法によれば、適切な計測画像（以下、計測基準画像と記載）を表示させた上
で、ＢＰＤとＡＣとＦＬとの長さを計測することで胎児の推定体重を得ることができる。
そして、得られた胎児の推定体重を統計的データと比較することで、胎児の発育状況を確
認することができる。
【０００５】
　しかしながら、従来方法では、計測基準画像が適切でない場合、すなわち計測画像がＢ
ＰＤとＡＣとＦＬとの長さを計測するために適切に表示できていない場合には、正しい長
さを計測することができない。例えば、大腿部において大腿骨を表示させる場合、プロー
ブと大腿骨との角度が適切でないならば、計測基準画像では大腿骨は本来の長さよりも短
く表示されてしまう。頭部、腹部においても同様に、プローブとの角度によっては、大横
径、周囲長が実際よりも長く表示されてしまう。
【０００６】
　そのため、検査者は、胎児の推定体重を正しく得るために、適切な計測基準画像が得ら
れるよう注意深くプローブを操作し、適切な計測基準画像を決定しなければならない。つ
まり、胎児の推定体重を正しく得られるかどうかは（検査者が決定した計測基準画像がＢ
ＰＤとＡＣとＦＬとの長さを正確に計測できるものであるかは）、検査者の手技と知見と
に依存する。なぜなら、母体中の胎児の位置や体位は固定的ではないためである。
【０００７】
　それに対して、超音波の送受波により３次元領域を構成するボクセルデータを獲得し、
ボクセルデータに対して切断面を設定することで、任意の角度の断層像を得ることができ
る技術が開示されている（例えば、特許文献１）。この特許文献１に提案されている手法
を、上述した計測基準画像獲得に用いると、検査者はプローブを操作して胎児のボクセル
データを得てから、適切な切断面を設定することができる。つまり、検査者の手技によら
ず、適切な計測基準画像を設定することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
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【特許文献１】特開平９－３０８６３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１を用いた従来の構成では、検査者の手技による影響は少
なくなるものの、検査者が切断面を設定する必要があり、適切な計測基準画像が得られる
かどうかは検査者の判断に依存する。つまり、依然として検査者が計測基準画像を判断し
指示しなければならないという課題を有する。
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、検査者依存性を少なくし、簡易な操作で
高精度に胎児の推定体重算出を行うことができる超音波診断装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の一形態に係る超音波診断装置は、被検体に
向けて送信した超音波の前記被検体からの反射波に基づいて、前記被検体の部位に対応す
る３次元データを生成する３次元データ生成部と、前記反射波の強度に基づいて、前記３
次元データを構成する複数の２次元断面のうちの一の２次元断面を、前記被検体の部位の
長さを測定するために用いる測定基準画像として選択する測定画像選択部と、選択された
前記測定基準画像を用いて、前記被検体の部位の長さを測定し、測定した前記長さを用い
て前記被検体の推定体重を算出する測定算出部と、算出された前記推定体重を出力する出
力部と、を備える。
【００１１】
　この構成により、検査者依存性を少なくし、簡易な操作で高精度に胎児の推定体重算出
を行うことができる超音波診断装置を実現することができる。
　ここで、前記測定画像選択部は、前記３次元データから、閾値よりも大きい反射強度を
有する前記反射波に対応する領域である高エコー領域を抽出する高エコー領域抽出部と、
抽出した前記高エコー領域の３次元特徴に基づいて、前記３次元データを切断することで
、前記３次元データを構成する複数の２次元断面を獲得する切断面獲得部と、前記複数の
２次元断面のうちの一の２次元断面を、前記被検体の部位の長さを測定するために用いる
測定基準画像として選択する基準画像選択部とを備えるとしてもよい。
【００１２】
　この構成によって、高エコー領域の３次元特徴により切断面を限定して獲得することで
、計測に適した断面を高精度に選ぶことができる。
　なお、本発明は、装置として実現するだけでなく、その装置を構成する処理手段をステ
ップとする方法として実現したり、それらステップをコンピュータに実行させるプログラ
ムとして実現したり、そのプログラムを示す情報、データまたは信号として実現したりす
ることもできる。そして、それらプログラム、情報、データおよび信号は、ＣＤ－ＲＯＭ
等の記録媒体やインターネット等の通信媒体を介して配信してもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、検査者依存性を少なくし、簡易な操作で高精度に胎児の推定体重算出
を行うことができる超音波診断装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１における超音波診断装置の概略を示すブロック図
である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１における予め用意した胎児の頭部の３次元の特徴
を示すテンプレートデータの模式図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１における予め用意した胎児の腹部の３次元の特徴
を示すテンプレートデータの模式図である。
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【図４】図４は、本発明の実施の形態１における予め用意した胎児の大腿部の３次元の特
徴を示すテンプレートデータの模式図である。
【図５】図５は、胎児のＢＰＤの計測に用いるべき計測断面の特徴を説明するための模式
図である。
【図６】図６は、胎児の腹部のＡＣの計測に用いるべき計測断面の特徴を説明するための
模式図である。
【図７Ａ】図７Ａは、胎児のＦＬの計測に用いるべき計測断面の特徴を説明するための模
式図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、胎児のＦＬの計測に用いると誤った長さを計測してしまう計測断面
を模式的に示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態１における超音波診断装置の測定基準画像選択処理
について説明するためのフローチャートである。
【図９】図９は、本発明の実施の形態１における超音波診断装置が被検体の推定体重の算
出を行うまでの処理について説明するためのフローチャートである。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態１における胎児の頭部に対する超音波診断装置
の測定基準画像選択処理を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態１における胎児の腹部に対する超音波診断装置
の測定基準画像選択処理を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態１における胎児の大腿部に対する超音波診断装
置の測定基準画像選択処理を示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態２における超音波診断装置の概略を示すブロッ
ク図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施の形態２における超音波診断装置の測定基準画像選択
処理について説明するためのフローチャートである。
【図１５】図１５は、本発明における超音波診断装置の最小構成を示す図である。
【図１６】図１６は、胎児の推定体重算出式に用いられる胎児の特定部位を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における超音波診断装置の概略を示すブロック図である
。
　図１に示す超音波診断装置１は、超音波診断装置本体１００と、プローブ１０１と、操
作入力部１１０と、表示部１１１とで構成されている。
【００１６】
　超音波診断装置本体１００は、制御部１０２と、送受信部１０３と、Ｂモード画像生成
部１０４と、３Ｄデータ生成部１０５と、高エコー領域抽出部１０６、切断面獲得部１０
７および測定基準画像選択部１０８で構成される測定画像選択部１０６ａと、データ格納
部１０９と、測定算出部１１２と、出力部１１３とを備える。
　プローブ１０１は、超音波診断装置本体１００に接続されており、超音波を送受信する
超音波振動子が配列されている。プローブ１０１は、送受信部１０３の指示により超音波
を送信し、被検体からの反射波（超音波反射信号）をエコー信号として受信する。プロー
ブ１０１は、さらに、超音波振動子を走査方向の垂直方向に揺動させるモータを備えてい
る。そのため、プローブ１０１を用いて被検体を走査すると、超音波振動子は揺動させな
がら被検体を走査するので、エコー信号から走査垂直方向における断層データを得ること
ができる。なお、プローブ１０１は、揺動機構を用いるものに限らない。例えば、超音波
振動子がマトリックス上に配置された２次元アレイプローブの超音波振動子の駆動を用い
てもよく、プローブ１０１を一定速度で平行移動させるものを用いてもよい。超音波を３
次元的に送受信する手段があればよい。
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【００１７】
　制御部１０２は、各部の制御を行う。なお、以降、特に明記しないが、制御部１０２は
、各部の動作を司り、動作タイミングなどを制御しながら各部の動作を実行する。
　送受信部１０３は、プローブ１０１の超音波振動子を駆動させて超音波を発生させる指
示信号をプローブ１０１に送信し、また、プローブ１０１から超音波反射信号を受信する
。
【００１８】
　Ｂモード画像生成部１０４は、送受信部１０３が受信した超音波反射信号を基に、Ｂモ
ード画像データを生成する。ここでは、超音波反射信号に対しフィルタ処理を行い、さら
に包絡線検波を行って、検波された信号を対数変換、ゲイン調整を行って出力する。なお
、Ｂモードとは、超音波反射信号の強さにしたがって、輝度を変化させて表示する方法で
ある。Ｂモード画像とは、例えば１つの走査方向だけなく、プローブの走査方向にそって
連続的に行うなど超音波送受信方向を換えて行うことで、超音波反射信号の強さを輝度に
変化させて描かれた断層画像である。
【００１９】
　３Ｄデータ生成部１０５は、被検体に向けて送信した超音波の被検体からの超音波反射
信号に基づいて、被検体の部位に対応する対象物を示す３Ｄデータを生成する。具体的に
は、３Ｄデータ生成部１０５は、Ｂモード画像生成部１０４が生成した複数のＢモード画
像データを元に３Ｄデータを生成する。さらに具体的には、超音波送受信方向を変える手
法によって詳細は異なるが、３Ｄデータ生成部１０５は、複数のＢモード画像の画素値を
３次元座標位置に再サンプルを行い、３次元の体積を有する対象物を示すデータに再構成
することで、３Ｄデータを生成する。
【００２０】
　測定画像選択部１０６ａは、反射波の強度に基づいて、３Ｄデータを構成する複数の２
次元断面のうちの一の２次元断面を、被検体の部位の長さを測定するために用いる測定基
準画像として選択する。測定画像選択部１０６ａは、上述したように、高エコー領域抽出
部１０６、切断面獲得部１０７および測定基準画像選択部１０８で構成される。以下、具
体的に説明する。
【００２１】
　高エコー領域抽出部１０６は、３Ｄデータから、閾値よりも大きい反射強度を有する超
音波反射信号に対応する領域である高エコー領域を抽出する。具体的には、高エコー領域
抽出部１０６は、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄデータから高エコー領域のデー
タのみを抽出する。ここで、高エコー領域とは、周囲よりも反射が強い領域であり、低エ
コー領域とは、周囲よりも反射が弱い領域をいう。そのため、適当なしきい値を設定すれ
ば、高エコー領域抽出部１０６は、３Ｄデータ値としきい値とを比較することで、高エコ
ー領域のデータのみを抽出することができる。ここでは、被検体が胎児であることにより
、主に骨領域が高エコー領域として抽出される。
【００２２】
　なお、抽出結果が例えばゲインの変動などデータ状況に左右されるのを抑制するために
、判別分析法を用いてしきい値を導出して２値化を行ってから比較することが望ましい。
　このようにして、高エコー領域抽出部１０６は、３Ｄデータから高エコー領域のデータ
を抽出することにより、結果として、高エコー領域（主に骨領域）の３次元特徴を抽出す
る。
【００２３】
　切断面獲得部１０７は、抽出した高エコー領域の３次元特徴に基づいて、３Ｄデータの
示す対象物を切断することで、３Ｄデータを構成する複数の２次元画像を獲得する。具体
的には、切断面獲得部１０７は、高エコー領域抽出部１０６により抽出された高エコー領
域の３次元特徴に基づき、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄデータの示す対象物を
平面で切断することにより、複数の２次元画像（切断面）を獲得する。
【００２４】
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　さらに具体的には、まず、切断面獲得部１０７は、高エコー領域抽出部１０６が抽出し
た高エコー領域の３次元特徴に基づいて、３Ｄデータの示す対象物を切断する平面である
切断面の向き、および、３Ｄデータの示す対象物を切断する領域である切断領域を決定す
る。すなわち、切断面獲得部１０７は、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄデータと
予め用意した特定部位の３次元の特徴を示すテンプレートデータと比較（マッチング）し
、それらが一致する場合に、テンプレートデータに対応する３Ｄデータの領域（３Ｄデー
タの示す対象物）を切断領域と決定し、テンプレートデータから切断面の向き（切断面の
面法線の方向）を決定する。次に、切断面獲得部１０７は、決定した切断領域において、
決定した向きで、つまり決定した面法線を有する切断面（２次元画像）を獲得する。
【００２５】
　例えば、図２は、予め用意した胎児の頭部の３次元の特徴を示すテンプレートデータの
模式図である。図２に示すように、胎児の頭部に対応するテンプレートデータは、頭蓋骨
、硬膜および透明中隔を元に作成されており、頭蓋骨、硬膜および透明中隔の配置と３次
元形状を示すデータとなっている。３次元形状を示すデータでは、頭部は、概球形状であ
り、頭蓋骨から構成されていることと、頭蓋骨は、弧を持つ平面が複数組み合わされた構
造であることが示されている。
【００２６】
　ここで、切断面獲得部１０７は、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄデータと、テ
ンプレートデータとを比較（マッチング）し、胎児の頭部に対応するテンプレートデータ
と一致度が高いとする。その場合には、切断面獲得部１０７は、切断領域は、透明中隔を
縦断する範囲に決定し、切断面の向きを透明中隔に相当するデータに垂直な面と決定する
。また、切断領域は、透明中隔を縦断する範囲に決定する。具体的には、切断面獲得部１
０７は、胎児の頭部に対応するテンプレートデータと一致度が高い場合には、まず、高エ
コー領域の３次元特徴から頭蓋骨（硬膜）の正中面を抽出し、抽出した正中面に縦断され
た透明中隔（低エコー領域）を抽出する。そして、切断面獲得部１０７は、頭蓋骨（硬膜
）の正中面に垂直な面を切断面の向きと決定し、切断領域は、透明中隔（低エコー領域）
を縦断する範囲と決定する。このように、切断面獲得部１０７は、高エコーとなる骨およ
び硬膜に基づいて、胎児の頭部の切断面を獲得する。
【００２７】
　また、例えば、図３は、本発明の実施の形態１における予め用意した胎児の腹部の３次
元の特徴を示すテンプレートデータの模式図である。図３に示すように、胎児の腹部に対
応するテンプレートデータは、脊椎および肋骨を元に作成されており、脊椎および肋骨の
配置と３次元形状を示すデータとなっている。具体的には、腹部は、骨の集まりで柱状か
らなる脊椎と、複数の棒状からなり対称形状である肋骨から構成されていることを示すデ
ータとなっている。
【００２８】
　ここで、切断面獲得部１０７は、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄデータと、テ
ンプレートデータとを比較（マッチング）し、胎児の腹部に対応するテンプレートデータ
と一致度が高いとする。その場合には、切断面獲得部１０７は、切断面の向きは脊椎に相
当するデータに垂直な面と決定し、切断領域は脊椎のみを縦断する範囲に決定する。具体
的には、切断面獲得部１０７は、胎児の腹部に対応するテンプレートデータと一致度が高
い場合には、まず、高エコー領域の３次元特徴から脊椎に相当する柱状領域（高エコー領
域）を抽出する。切断面獲得部１０７は、抽出した柱状領域（高エコー領域）に垂直な面
を切断面の向きと決定し、切断領域は脊椎のみを縦断する範囲に決定する。このように、
切断面獲得部１０７は、高エコーとなる骨および硬膜に基づいて、胎児の頭部の切断面を
獲得する。
【００２９】
　また、例えば、図４は、本発明の実施の形態１における予め用意した胎児の大腿部の３
次元の特徴を示すテンプレートデータの模式図である。図４に示すように、胎児の大腿部
に対応するテンプレートデータは、大腿骨および骨盤を元に作成されており、大腿骨およ
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び骨盤の配置と３次元形状を示すデータとなっている。具体的には、大腿部は、棒状であ
り、股関節と連結している構造であることを示すデータとなっている。
【００３０】
　ここで、切断面獲得部１０７は、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄデータと、テ
ンプレートデータとを比較（マッチング）し、胎児の大腿部に対応するテンプレートデー
タと一致度が高いとする。その場合には、切断面獲得部１０７は、切断面の向きは大腿骨
に相当するデータを横断する面と決定し、切断範囲は大腿骨に相当するデータを中心とし
て１８０度の範囲に決定する。すなわち、切断面獲得部１０７は、胎児の大腿部に対応す
るテンプレートデータと一致度が高い場合には、まず、高エコー領域の３次元特徴から大
腿骨に相当する棒状領域（高エコー領域）を抽出する。切断面獲得部１０７は、抽出した
棒状領域（高エコー領域）を横断する面を切断面の向きと決定し、切断領域は、棒状領域
（高エコー領域）を横断する面であって、上記切断面と１８０度の範囲の面を有する領域
と決定する。このように、切断面獲得部１０７は、高エコーとなる骨に基づいて、胎児の
頭部の切断面を獲得する。
【００３１】
　以上のように、切断面獲得部１０７は、切断領域と向きとを決定し、決定した切断領域
において、決定した向きで複数の切断面（２次元画像）を獲得する。言い換えると、切断
面獲得部１０７は、抽出された高エコー領域の３次元形状と配置とに基づいて、３Ｄデー
タの示す対象物を切断する２次元画像の向きを決定し、決定した向きで複数の２次元画像
を獲得する。
【００３２】
　測定基準画像選択部１０８は、複数の２次元画像のうちの一の２次元画像を、被検体の
部位の長さを測定するため用いる測定基準画像として選択する。具体的には、測定基準画
像選択部１０８は、複数の２次元画像それぞれと、測定基準画像が示す輝度情報の空間分
布の特徴との類似度を評価することにより、複数の２次元画像のうちの一の２次元画像を
、測定基準画像として選択する。つまり、測定基準画像選択部１０８は、切断面獲得部１
０７が獲得した複数の切断面画像を評価し、このうちで最も測定に適した画像を測定基準
画像として選択する。この評価には、輝度の空間分布を利用するのが好ましい。
【００３３】
　さらに具体的には、まず、測定基準画像選択部１０８は、予め、統計的に測定基準画像
を特徴付ける輝度空間分布特徴を学習しておき、切断面獲得部１０７が獲得した複数の切
断面画像のうちで最も近しい輝度空間分布特徴を持つ切断面画像を、測定基準画像として
選択する。本実施の形態では、Ｈａａｒ－ｌｉｋｅ特徴を基に予め学習を行った結果と、
切断面獲得部１０７が獲得した切断面に対して特徴量算出を行った結果とを比較すること
で、測定基準画像との類似度を測る。
【００３４】
　ここで、胎児の推定体重算出式に用いられる胎児の特定部位すなわち頭部、腹部、およ
び大腿部の測定基準画像の決定方法について説明する。
　図５は、胎児のＢＰＤの計測に用いるべき計測断面の特徴を説明するための模式図であ
る。
　胎児のＢＰＤ（児頭大横径）を正確に計測するために、図５に示すような硬膜および透
明中隔の配置を有する頭蓋骨の断面でＢＰＤを計測することが好ましい。すなわち、頭蓋
骨（硬膜）の正中面に垂直な断面であって、正中線が描かれており、描かれた正中線が透
明中隔を横断している配置を示す断面で計測されることが好ましい。
【００３５】
　したがって、測定基準画像選択部１０８は、切断面獲得部１０７が獲得した複数の切断
面画像を評価し、このうちで最も図５に示す特徴に対応した輝度空間分布特徴を有する計
測断面を測定基準画像として選択する。具体的には、測定基準画像選択部１０８は、切断
面獲得部１０７が抽出した正中面に垂直な切断面であって、抽出した低エコー領域（透明
中隔相当）を横断し、正中線（高エコー領域）が描出されている切断面を測定基準画像と
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して選択する。
【００３６】
　このようにして、測定基準画像選択部１０８は、高エコーとなる骨および硬膜等に基づ
いて、測定基準画像を選択する。
　なお、測定基準画像は、図５に示すように、描かれた正中線がさらに四丘体槽を横断し
ている配置を示す切断断面画面であるとしてもよい。
　図６は、胎児のＡＣの計測に用いるべき計測断面の特徴を説明するための模式図である
。
【００３７】
　胎児のＡＣ（腹部周囲長）を正確に計測するために、図６に示すような脊椎、臍静脈お
よび胃胞の配置を有する腹部の断面でＡＣを計測することが好ましい。すなわち、脊椎（
腹部大動脈の代わり）に略垂直な断面であって、脊椎の略垂直の方向に臍静脈（胆内臍静
脈）が描かれており、描かれた臍静脈の近傍に、塊状の胃胞がある配置を示す断面で計測
されることが好ましい。
【００３８】
　したがって、測定基準画像選択部１０８は、切断面獲得部１０７が獲得した複数の切断
面画像を評価し、このうちで最も図６に示す特徴に対応した輝度空間分布特徴を有する計
測断面を測定基準画像として選択する。具体的には、測定基準画像選択部１０８は、切断
面獲得部１０７が抽出した高エコー領域（柱状領域）に垂直な切断面であって、高エコー
領域（柱状領域）の略垂直の方向に低エコー領域（臍静脈）が配置され、その低エコー領
域（臍静脈）の近傍に、塊状の低エコー領域（胃胞）が配置されている切断面を測定基準
画像として選択する。
【００３９】
　このようにして、測定基準画像選択部１０８は、高エコーとなる骨、低エコーとなる血
管、胃等とに基づいて、測定基準画像を選択する。
　なお、高エコー領域として抽出できる脊椎により、切断面を選択するのが好ましいが、
低エコー領域として抽出される腹部大動脈断により切断面を選択してもよい。
　図７Ａは、胎児のＦＬの計測に用いるべき計測断面の特徴を説明するための模式図であ
る。図７Ｂは、胎児のＦＬの計測に用いると誤った長さを計測してしまう計測断面を模式
的に示す図である。
【００４０】
　胎児のＦＬ（大腿骨長）を正確に計測するために、図７Ａに示す大腿骨の長さ（ＦＬ）
を計測することが好ましい。すなわち、大腿骨を横断する断面で計測されることが好まし
い。
　したがって、測定基準画像選択部１０８は、切断面獲得部１０７が獲得した複数の切断
面画像を評価し、このうちで最も図７Ａに示す特徴に対応した輝度空間分布特徴を有する
計測断面を測定基準画像として選択する。具体的には、測定基準画像選択部１０８は、切
断面獲得部１０７が抽出した高エコー領域（棒状領域）を横断する切断面すなわち棒の長
さ方向における切断面を測定基準画像として選択する。
【００４１】
　このように、測定基準画像選択部１０８は、高エコーとなる骨に基づいて、測定基準画
像を選択する。ここでも、２次元画像（Ｂモード画像）でなく、３Ｄデータから切断面を
評価して測定基準画像を決定しているので、図７Ｂに示すように誤った長さが計測できる
断面でなく、図７Ａに示すように正しい長さが計測できる断面を測定基準画像として選択
することができる。
【００４２】
　データ格納部１０９は、Ｂモード画像生成部１０４が生成する複数のＢモード画像、３
Ｄデータ生成部１０５が生成する３Ｄデータ、高エコー領域抽出部１０６が抽出する高エ
コー領域データ、測定基準画像選択部１０８により選択された測定基準画像が格納される
。
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　操作入力部１１０は、操作者の指示が入力される。具体的には、操作入力部１１０は、
ボタン、キーボード、マウスなどからなり、これらを通して検査者の指示を入力する。
【００４３】
　表示部１１１は、ＬＣＤなどの表示装置からなり、Ｂモード画像、３Ｄデータの示す対
象物、切断面などを表示する。
　測定算出部１１２は、選択された測定基準画像を用いて、被検体の部位の長さを測定し
、測定した前記長さを用いて被検体の推定体重を算出する。具体的には、測定算出部１１
２は、測定基準画像選択部１０８により選択された測定基準画像を用いて、被検体の部位
の長さを測定する。測定算出部１１２は、測定した被検体の部位の長さから、被検体の推
定体重を算出する。
【００４４】
　出力部１１３は、算出された推定体重を出力する。具体的には、出力部１１３は、測定
算出部１１２で算出された推定体重を出力することで、表示部１１１に算出された推定体
重をさせる。
　以上のように実施の形態１における超音波診断装置１は構成される。
　次に、図８を用いて、超音波診断装置１における測定基準画像選択処理について説明す
る。
【００４５】
　図８は、本発明の実施の形態１における超音波診断装置の測定基準画像選択処理につい
て説明するためのフローチャートである。
　まず、Ｂモード画像生成部１０４は、複数のＢモード画像データを生成する（ステップ
Ｓ１０）。
　具体的には、送受信部１０３がプローブ１０１を通じて被検体に超音波を発信し、プロ
ーブ１０１を通じてその反射波を受信する。そして、Ｂモード画像生成部１０４は、送受
信部１０３が受信した超音波反射信号をデータ処理することで、１枚のＢモード画像を生
成し、生成したＢモード画像をデータ格納部１０９に保存する。このような処理を、超音
波送受信方向を変えて行うことで、複数のＢモード画像を生成し、生成した複数のＢモー
ド画像をデータ格納部１０９に保存する。なお、超音波送受信方向を変える手法としては
、上述したように、プローブ１０１の揺動機構を用いるもの、２次元アレイプローブの超
音波振動子の駆動によるもの、プローブ１０１を一定速度で平行移動させるもの、などが
ある。
【００４６】
　次に、３Ｄデータ生成部１０５は、複数のＢモード画像を元に３Ｄデータを生成する（
ステップＳ２０）。具体的には、超音波送受信方向を変える手法によって詳細は異なるが
、３Ｄデータ生成部１０５は、Ｂモード画像生成部１０４が生成した複数のＢモード画像
の画素値を３次元座標位置に再サンプリングを行い、３次元の体積を有する対象物を示す
データに再構成することで、３Ｄデータを生成する。
【００４７】
　次に、高エコー領域抽出部１０６は、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄデータか
ら高エコー領域を抽出する。結果として、高エコー領域抽出部１０６は、３Ｄデータから
高エコー領域の３次元特徴を抽出する（ステップＳ３０）。
　次に、切断面獲得部１０７は、高エコー領域の３次元特徴に基づき、複数の切断面を獲
得する（ステップＳ４０）。具体的には、切断面獲得部１０７は、３Ｄデータ生成部１０
５が生成した３Ｄデータと予め用意した特定部位の３次元の特徴を示すテンプレートデー
タと比較（マッチング）し、それらが一致する（類似度が高い）場合に、テンプレートデ
ータに対応する３Ｄデータの領域（３Ｄデータの示す対象物）を切断領域と決定し、また
、テンプレートデータから切断面の向き（切断面の法線方向）を決定する。そして、切断
面獲得部１０７は、決定した切断領域において、決定した向きで複数の切断面（２次元画
像）を獲得する。
【００４８】



(13) JP 2015-226836 A 2015.12.17

10

20

30

40

50

　次に、測定基準画像選択部１０８は、切断面獲得部１０７が獲得した複数の切断面を評
価する（ステップＳ５０）。そして、測定基準画像選択部１０８は、切断面獲得部１０７
が獲得した全ての切断面の評価を終えたら（ステップＳ６０）、最高の評価を得た断面を
測定基準画像として選択する（ステップＳ７０）。
　具体的には、測定基準画像選択部１０８は、予め学習した、統計的に測定基準画像を特
徴付ける輝度空間分布特徴と、切断面獲得部１０７が獲得した切断面の特徴とを比較する
ことで、測定基準画像との類似度を測る。そして、測定基準画像選択部１０８は、切断面
獲得部１０７が獲得した複数の切断面画像のうちで最も近しい輝度空間分布特徴を持つ切
断面画像を、測定基準画像として選択する。
【００４９】
　なお、測定基準画像選択部１０８は、切断面獲得部１０７が獲得した切断面の特徴と測
定基準画像との類似度が低い場合には、ステップＳ４０に戻る。そして、切断面獲得部１
０７は、再度、複数の切断面を獲得して、ステップＳ５０へと進む。
　最後に、測定基準画像選択部１０８は、選択した測定基準画像をデータ格納部１０９へ
格納する（ステップＳ８０）。
【００５０】
　以上のように、超音波診断装置１は、測定基準画像選択処理を行う。具体的には、超音
波診断装置１は、高エコー領域となる骨領域の３次元特徴により切断面を限定しながら獲
得することで、計測に適した断面を高精度に決定する。
　なお、ステップＳ３０において、検査者は、高エコー領域抽出部１０６が抽出した高エ
コー領域の３次元特徴（高エコー領域の３次元形状および配置情報）に基づき、被検体の
部位を判断するとしてもよい。その場合、検査者は、操作入力部１１０を介して、切断面
獲得部１０７に、例えば、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄデータが例えば大腿部
である等の特定部位のデータであること通知し、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄ
データと比較（マッチング）する予め特定部位の３Ｄデータを絞ればよい。このようにす
れば、ステップＳ４０においては、切断面獲得部１０７が行う処理の効率を高めることが
できる。また、ステップ５０においては、測定基準画像選択部１０８が行う評価の効率を
高めることができ、誤評価の可能性を減らすことができる。
【００５１】
　以上のようにして、超音波診断装置１は、測定基準画像選択処理を行う。それにより、
超音波診断装置に習熟していない人でも、確実に正確な測定基準画面を得ることができ、
その測定基準画面から特定部位の長さを正確に測定することができる。
　続いて、超音波診断装置１の全処理すなわち、測定基準選択処理を含み超音波診断装置
１が被検体の推定体重の算出を行うまでの処理について説明する。
【００５２】
　図９は、本発明の実施の形態１における超音波診断装置が被検体の推定体重の算出を行
うまでの処理について説明するためのフローチャートである。
　まず、超音波診断装置１は、被検体に向けて送信した超音波の被検体からの反射波に基
づいて、被検体の部位に対応する３次元データを生成する（Ｓ１１０）。具体的には、超
音波診断装置１は、図８で説明したＳ１０およびＳ２０の処理を行うが、Ｓ１０およびＳ
２０の処理については、上述したのでここでの説明を省略する。
【００５３】
　次に、超音波診断装置１は、被検体からの反射波の強度に基づいて、３Ｄデータを構成
する複数の２次元断面のうちの一の２次元断面を、被検体の部位の長さを測定するために
用いる測定基準画像として選択する（Ｓ１３０）。具体的には、超音波診断装置１は、図
８で説明したＳ３０～Ｓ８０の処理を行うがＳ３０～Ｓ８０の処理については、上述した
のでここでの説明を省略する。
【００５４】
　なお、Ｓ１１０およびＳ１３０において、より詳細には、被検体の部位として胎児の頭
部、腹部および大腿部に対応する３次元データを生成する。
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　ここで、図１０は、本発明の実施の形態１における胎児の頭部に対する超音波診断装置
の測定基準画像選択処理を示すフローチャートである。図１１は、本発明の実施の形態１
における胎児の腹部に対する超音波診断装置の測定基準画像選択処理を示すフローチャー
トである。図１２は、本発明の実施の形態１における胎児の大腿部に対する超音波診断装
置の測定基準画像選択処理を示すフローチャートである。図８と同様の要素には同一の符
号を付しており、詳細な説明は省略する。
【００５５】
　図１０に示すように、Ｓ１１０で生成した３Ｄデータが胎児の頭部に対応する場合に、
Ｓ３１で頭部に対応する高エコー領域の３次元特徴を抽出する。その後、Ｓ７１で胎児の
頭部の長さを測定するために用いる測定基準画像を選択して、Ｓ８１で、その測定基準画
像を登録する。なお、Ｓ３１～Ｓ８１は、図８のＳ３０～Ｓ８０に対応するため詳細な説
明は省略する。また、図１１に示すように、Ｓ１１０で生成した３Ｄデータが胎児の腹部
に対応する場合に、Ｓ３２で腹部に対応する高エコー領域の３次元特徴を抽出する。その
後、Ｓ７２で胎児の腹部の長さを測定するために用いる測定基準画像を選択して、Ｓ８２
で、その測定基準画像を登録する。なお、Ｓ３２～Ｓ８２は、図８のＳ３０～Ｓ８０に対
応するため詳細な説明は省略する。また、図１２に示すように、Ｓ１１０で生成した３Ｄ
データが胎児の大腿部に対応する場合に、Ｓ３３で大腿部に対応する高エコー領域の３次
元特徴を抽出する。その後、Ｓ７３で胎児の大腿部の長さを測定するために用いる測定基
準画像を選択して、Ｓ８３で、その測定基準画像を登録する。なお、Ｓ３３～Ｓ８３は、
図８のＳ３０～Ｓ８０に対応するため詳細な説明は省略する。
【００５６】
　次に、超音波診断装置１は、Ｓ１３０において選択された測定基準画像を用いて、被検
体の部位の長さを測定し、測定した長さに基づいて被検体の推定体重を算出する（Ｓ１５
０）。
　具体的には、測定算出部１１２は、選択された測定基準画像を用いて、被検体の部位の
長さを測定し、測定した長さを用いて被検体の推定体重を算出する。
【００５７】
　次に、超音波診断装置１は、算出された推定体重を出力する（Ｓ１７０）。
　以上のようにして、超音波診断装置１は被検体の推定体重の算出を行う。
　以上、本実施の形態によれば、検査者依存性を少なくし、簡易な操作で高精度に胎児の
推定体重算出を行うことができる超音波診断装置を実現できる。
　（実施の形態２）
　図１３は、本発明の実施の形態２における超音波診断装置の概略を示すブロック図であ
る。図１３において、図１と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する。
【００５８】
　図１３に示す超音波診断装置２は、超音波診断装置本体２００と、プローブ１０１と、
操作入力部１１０と、表示部１１１とで構成されている。図１３に示す超音波診断装置本
体２００は、図１に示す超音波診断装置本体１００に対して、被検体部位特定部２１２の
構成が異なる。つまり、超音波診断装置本体２００は、図１の構成に加え、被検体部位特
定部２１２を有する。
【００５９】
　被検体部位特定部２１２は、３Ｄデータの示す対象物に対応する被検体の部位を特定す
る。具体的には、被検体部位特定部２１２は、高エコー領域抽出部１０６が抽出した高エ
コー領域の３次元特徴（高エコー領域の３次元形状および配置情報）に基づき、３Ｄデー
タ生成部１０５が生成した３Ｄデータの示す対象物が例えば頭部、腹部または大腿部など
の部位であることを判定し、観察中の被検体（３Ｄデータ）の部位を特定する。
【００６０】
　例えば、被検体部位特定部２１２は、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄデータと
、予め定めた頭蓋骨相当の特徴を有する胎児の頭部に対応するテンプレートデータ（例え
ば図２）と比較し、両者が近い特徴をもつ（類似する）場合に、その３Ｄデータの示す対
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象物は頭部であると判定する。また、被検体部位特定部２１２は、３Ｄデータ生成部１０
５が生成した３Ｄデータと、予め定めた脊椎相当の特徴を有する胎児の腹部に対応するテ
ンプレートデータ（例えば図３）と比較し、両者が近い特徴をもつ（類似する）場合に、
その３Ｄデータの示す対象物は腹部であると判定する。同様に、被検体部位特定部２１２
は、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄデータと、予め定めた大腿骨相当の特徴を有
する胎児の大腿部に対応するテンプレートデータ（例えば図４）と比較し、両者が近い特
徴をもつ（類似する）場合に、その３Ｄデータの示す対象物は大腿部であると判定すると
判定する。
【００６１】
　以上のように実施の形態２における超音波診断装置２は構成される。
　図１４は、本発明の実施の形態２における超音波診断装置の測定基準画像選択処理につ
いて説明するためのフローチャートである。図８と同じ要素については同じ符号を用い、
説明を省略する。
　図１４において、図８との違いは、ステップＳ３５が加わった点である。
【００６２】
　ステップＳ３５において、被検体部位特定部２１２は、高エコー領域抽出部１０６が抽
出した高エコー領域の３次元特徴（高エコー領域の３次元形状および配置情報）に基づき
、３Ｄデータ生成部１０５が生成した３Ｄデータの示す対象物が例えば頭部、腹部または
大腿部などの部位であることを判定し、観察中の被検体（３Ｄデータ）の部位を特定する
。
【００６３】
　次いで、ステップＳ４０へと進み、切断面獲得部１０７は、被検体部位特定部２１２に
より特定された部位に応じた３次元形状および配置を示す情報と、抽出された高エコー領
域の３次元形状および配置とに基づいて、複数の２次元画像を獲得する。
　例えば、切断面獲得部１０７は、被検体部位特定部２１２により、３Ｄデータの示す対
象物に対応する被検体の部位が頭部であると特定された場合に、抽出された高エコー領域
の３次元特徴から透明中隔に相当する領域を抽出し、抽出した当該領域に基づき、３Ｄデ
ータの示す対象物を切断する２次元画像の向きを決定し、決定した向きで複数の２次元画
像を獲得する。
【００６４】
　また、例えば、切断面獲得部１０７は、被検体部位特定部２１２により、３Ｄデータの
示す対象物に対応する被検体の部位が腹部であると特定された場合に、抽出された高エコ
ー領域の３次元特徴から脊椎に相当する領域を抽出し、抽出した当該領域に基づき、３Ｄ
データの示す対象物を切断する２次元画像の向きを決定し、決定した向きで複数の２次元
画像を獲得する。
【００６５】
　また、例えば、切断面獲得部１０７は、被検体部位特定部２１２により、３Ｄデータの
示す対象物に対応する被検体の部位が大腿部であると特定された場合に、抽出された高エ
コー領域の３次元特徴から大腿骨に相当する領域を抽出し、抽出した当該領域に基づき、
３Ｄデータの示す対象物を切断する２次元画像の向きを決定し、決定した向きで複数の２
次元画像を獲得する。
【００６６】
　以上のように、超音波診断装置２は、測定基準画像選択処理を行う。
　以上、本実施の形態の超音波診断装置２によれば、測定基準画像選択部１０８は、評価
を効率よく評価でき、誤評価の可能性を減らすことができる。それにより、超音波診断装
置２は、さらに、高精度に計測に適した断面（測定基準画像）を選ぶことができる。
　なお、本実施の形態において、被検体部位特定部２１２は高エコー領域の特徴から判定
する構成としたが、操作入力部１１０から検査者が指示する構成としてもよい。つまり、
被検体部位特定部２１２は、操作入力部１１０に入力された検査者（操作者）の指示に従
って、３Ｄデータの示す対象物に対応する被検体の部位を特定するとしてもよい。その場
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合には、検査者の指示という１手間が増えるものの、被検体の部位を正しく決定できるこ
とで、より安定的に計測に適した測定基準画像を得ることができる。
【００６７】
　以上、本発明によれば、検査者依存性を少なくし、簡易な操作で高精度に胎児の推定体
重算出を行うことができる超音波診断装置を実現することができる。
　なお、上記では、プローブ１０１と、超音波診断装置本体１００とは独立して構成され
ているとして説明したが、それに限らない。プローブ１０１が、超音波診断装置本体１０
０の一部または全部の構成を備えるとしてもよい。
【００６８】
　また、上記では、超音波診断装置本体１００は、制御部１０２と、送受信部１０３と、
Ｂモード画像生成部１０４と、３Ｄデータ生成部１０５と、高エコー領域抽出部１０６、
測定画像選択部１０６ａと、データ格納部１０９と、測定算出部１１２と、出力部１１３
とを備えるとしたが、それに限られない。図１５に示すように、超音波診断装置本体１０
０の最小構成として、最小構成部１００ａを備えていればよい。すなわち、３Ｄデータ生
成部１０５、測定画像選択部１０６ａ、測定算出部１１２と、出力部１１３と、制御部１
０２とを備えていればよい。ここで、図１５は、本発明における超音波診断装置の最小構
成を示す図である。
【００６９】
　超音波診断装置１は、この最小構成部１００ａを少なくとも備えることにより、検査者
依存性を少なくし、簡易な操作で高精度に胎児の推定体重算出を行うことができる超音波
診断装置を実現することができる。
　また、上記では、測定算出部１１２は、測定基準画像選択部１０８により決定された測
定基準画像を用いて測定し、測定した被検体の部位の長さから、被検体である胎児の推定
体重を算出するとしたが、それに限らない。超音波診断装置本体１００が測定算出部１１
２と出力部１１３とを備えず、検査者が測定基準画像選択部１０８により決定された測定
基準画像を用いて測定した被検体の部位の長さから別途算出するとしてもよい。
【００７０】
　以上、本発明の超音波診断装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は
、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が
思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を
組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
　例えば、本発明は、上記に示す方法であるとしてもよい。また、これらの方法をコンピ
ュータにより実現するコンピュータプログラムであるとしてもよいし、前記コンピュータ
プログラムからなるデジタル信号であるとしてもよい。
【００７１】
　また、本発明は、上記コンピュータプログラムまたは上記デジタル信号をコンピュータ
読み取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、ＭＯ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ
）、半導体メモリなどに記録したものとしてもよい。また、これらの記録媒体に記録され
ている前記デジタル信号であるとしてもよい。
【００７２】
　また、本発明は、上記コンピュータプログラムまたは上記デジタル信号を、電気通信回
線、無線または有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放送等
を経由して伝送するものとしてもよい。
　また、本発明は、マイクロプロセッサとメモリを備えたコンピュータシステムであって
、前記メモリは、上記コンピュータプログラムを記憶しており、上記マイクロプロセッサ
は、前記コンピュータプログラムにしたがって動作するとしてもよい。
【００７３】
　また、上記プログラムまたは上記デジタル信号を上記記録媒体に記録して移送すること
により、または上記プログラムまたは上記デジタル信号を、上記ネットワーク等を経由し
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。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明は、超音波診断装置に利用でき、特に、胎児の詳細な成長診断のために、簡易に
正しく測定基準画像を獲得できる超音波診断装置に利用できる。
【符号の説明】
【００７５】
　１、２　　超音波診断装置
　１００、２００　　超音波診断装置本体
　１０１　　プローブ
　１０２　　制御部
　１０３　　送受信部
　１０４　　Ｂモード画像生成部
　１０５　　３Ｄデータ生成部
　１０６　　高エコー領域抽出部
　１０６ａ　　測定画像選択部
　１０７　　切断面獲得部
　１０８　　測定基準画像選択部
　１０９　　データ格納部
　１１０　　操作入力部
　１１１　　表示部
　１１２　　測定算出部
　１１３　　出力部
　２１２　　被検体部位特定部
【図１】 【図２】

【図３】
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